
令和７年３月３１日 

 

 

 

職員の懲戒処分の公表について 

 

 

摂津市職員懲戒処分の指針に基づき、下記のとおり公表いたします。 

 

処分年月日  令和７年３月３１日 

被処分者  上下水道部 管理職（４０歳代） 

処分内容  停職 ６箇月 

事案の概要 

 令和 6年 2月に 2日間の私事欠勤を行ったことに対し

て、上司より厳重に注意がなされているにも関わらず、

令和 6年 11月から令和 7年 2月にかけて計 18日間の私

事欠勤を行った。 

この間、再三にわたり上司からの指導を受け、その都

度、始末書を提出してきたにも関わらず、行動を改めな

かった。 

なお、被処分者は、管理職という部下を指導する立場

であることを考慮の上、処分内容を決定したものであ

る。 
 

 

※個人が識別されない内容のものとすることを基本としています。 

 

 


